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火災原因調査の方法について（５）
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消防隊貝の出場時の見分は,…手がかりとはな

らない場合が多い。…と述べたが, 現場到着まで

の時間を考えれば,関係者の発見よりも見分の時

点がそれだけ遅れるのは当然のことである。しか

し,役に立つ発見が得られない場合もあり，また，

発見と見分の整合性を確認する必要がある場合

もあり，出場時の見分を無視することは危険であ

る。書類として作成する必要性の有無は別とし

て,先着隊の見分状況を調べるのは調査の常道で

ある。

刑事，民事の裁判において，証言の信用性が璽

視されるのは当然のことであるが,火災の発見者

の証言を証拠として採用するとき，証言の信用性

に比重がかかりすぎて,証言の内容そのものが役

に立つものであるかどうかの審理が不十分なま

ま証拠として採用され,出火箇所についての判断

に疑問を感じるような判決に接する機会を経験

してきた。しかし，もとより信用性のない証言を

採用するはずもないが，プロである調査貝は，そ

れらの証言にも手がかりになるものとならない

ものがあることを十分認識してかからなければ

ならない。出火箇所の判定に際し，焼けの考察が

甦かしく，そのうえめぼしい発見の証言が得られ

ないとき，ともすれば役に立たない証言を採用し

て判定を誤る傾向がある。焼けの場合も同じであ

るが,手がかりになるものとならないものを選別

することは，極めて重要なことである。

これに反して，焼け跡は客観であり， また

焼け跡の焼け方も客観である。しかしながら，

焼けを見ることによって得る判断は，あくま

で主観である。　したがって。これに客観性を

もたせるためには，焼けの見方そのものに合

理性客観性をもたせなければならない。また，

焼けと燃えの因果関係を考察しながら焼けを

見なければ，正しい焼けの見方ができないこ

とはいうまでもないことであるが，いずれに

せよ，延焼経路を究明し，出火箇所を判定す

るための手がかりとして，焼け以上に客観性

のあるものは求められないのが現実である。

しかし，焼けの総てが手がかりになるわけで

はなく，個々の現場に応じて手がかりになる

ものとならないものがあり，発見の証言と同

じように，それを選別することが極めて重要

である。以上のような理由から，出火箇所の

判定に当っては， もっとも客観性のある焼け

を主体とし，発見で補う方法が望ましい。

昭和37年頃であったろうか,筆者は絶えず火災

原因調査のために各消防署管下の火災現場へ出

向していたころのことである｡署の調査員が現場

へ到着していなかったので,概況の説明を受けな

いまま部下を聞き込みや図面作成に当らせ, 一人

現場の焼けの観察をしていたところ,難かしそう

な現場ではあったがなんとなく出火箇所の判定

ができた。署の調査貝が到着してから，期待に胸

をふくらませながら発見状況を聞いたところ, 発

見による出火箇所は, 焼けからの判定による出火
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箇所とぴったり一致していた。そのことがあって

以来，焼けに対する関心が一挙にたかまり，調査

に出向するたびに,必ず焼けの観察を優先させて

出火箇所を判定し，その後に発見状況等の慨況説

明を受けて焼けによる出火箇所の判定を裏付け

ていた。既に述べたとおり，本来焼けを主体とし

て発見で補うのが筋であるが,当初焼けの見方に

それほど自信がなかったために, 発見を主体とし

ながら焼けで補う形になっていた。そうしたこと

を何ヶ月も続けて焼けの見方に自信をもてた頃，

自分なりの焼けの見方を整理してまとめ, 後輩の

ために残そうという気になった｡若いがためにフ

ァイトもあったものだと，今にして思っている。

筆者自身調査業務に従事して以来,焼けだ燃えだ

と諸先輩に教わってきたわけであるが,燃え切れ

や燃え抜けのように客観的に焼けを比較できる

もののほか,焼けの見方について調査貝同志の意

見が対立すると，結局は上司，先輩，性格的に激

しい人,弁舌のたっしゃな人などに押しまくられ

たものである。それだけ，焼けの見方の共通の判

断基準がなく，個人個人の経験に基く主観の対立

に終っていた，ということがいえるかもしれな

い。それから２，３年の間は，現場調査の片手間に

自前のぽろカメラで現場の写真を撮りながらさ

らに研究を重ねた結果,昭和42年頃であったろう

か,「現場の見方」として消防大学校その他でテキ

ストとして使われるようになった次第である。も

とより完全なものではないので, よりよいものに

改訂する必要がある。

解説が長くなりすぎたが，ここで述べたいの

は，“焼けの見方に客観性合理性をもたせるため

の手段のうち最も重要なことは,焼けを見る力を

十分につけることである｡”ということである。そ

のためには, 発見に関する情報は一切耳に入れな

いで, 繰り返し焼けを見ながら焼けだけを手がか

りとして，出火箇所を判定する，という作業を積

み重ねなければならない｡ 発見に関する情報を耳

に入れると，自ら先人観を生じて正しい焼けの見

方ができなくなる恐れが十二分にあるので,絶対

に避けなければならない。一般に，比較的単純な

構造でしっかりした構造材を使っている建物の

火災で｡ 部分焼や半焼の場合は，焼けを見る対象

としてモデル的な焼け方をしていることが多い。

たとえ全焼であっても，ようやく全焼状態になっ

た時期に消火された場合は，同じようにモデル的

な焼け方をしていることが多い。ところが,ぽや，

部分焼，半焼の火災の場合は，関係者の発見につ

いての証言だけで容易に出火箇所を判定するこ

とができるヶ－スが多いので,せっかくモデル的

な焼け方をしている現場であるにもかかわらず，

発見だけで出火箇所を判定してしまい,焼けの見

方を習熟する機会を失ってしまうことが多い｡そ

して,焼けの見方が難しくなる全焼火災の場合に

なって,焼けが難しいといって苦労するのでは，

ものの順序が違うのではなかろうか。 何̈事も基

本が大切”とよく言われるが，焼けの見方の習熟

のためにも，ぼや，部分焼程度の現場を大事にし

たいものである。また，これらの現場は，焼けの

みならず燃えの勉強にも最適であり，燃えと焼け

の囚果関係の考察の習熟にも役立つのである｡最

も客観性のある焼けの見方の力を養い,焼けを十

分に活用することは，「現場の見方」の基本であ

る。

火災は，一件一件燃え方が違い，結果として焼

け方も違う。燃えの総てを知りたくても，その程

度によっても違うが，手がかりは得にくい。焼け

から燃えを考察することによって,燃えを把握し

ようとする。しかしその焼けも，焼け跡の焼けの

総てが手がかりとなるわけではない｡極端な言い
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方 を すれば，一 かけ らの 木 材の炭 化物 が，材質が

何 であ り，何 に 使わ れてい たもの で， どのよ うな

燃 え方 を し たた め にで きた もの で あ る か とい っ

たこ と など， わかる 訳が ない。一 般 に， 火 災が 伝

走 す る小 屋組 材 から は 焼 け の 方向 性 が 得や す い

が, あ る現場 では 合掌 や陸 梁 に方向 性 が明知 に 残

っ て いた が，他 の現場 で は，合掌や 陸梁 で はtl』ら

ず真 束や 小 屋 束に 方 向性 が 残っ て い る とい った

ヶ 一 スは，間 々あ るこ とで あ る。天井 の 有無や 屋

根 材の違 い その 他の 条 件に よっ て，燃え が変 化す

る ので, 焼 けの 方向性 が 残り 易い 構造 材 も違っ て

くる もの と思 わ れる。この よ うに，一 かけ らの 炭

火 片であ っ て も，構造 材で あっ て も，個 々の現場

に応 じて 異る が, 焼け の総 て が于 がか りに なる わ

け では な く，手が かり に なる もの とな ら ない もの

が あ るとい うこ とで あ る。一 かけら の炭 火片であ

っ て も手が かり に なる場 合 もあ り，構造 材で あっ

て も手 がか りに なら ない場 合 もあ るの で, 個 々の

現場 に 応じ て，手が かり に なる もの とな らない も

のの 選別 に，十分 注意 しな け れば なら ない。技 術

的 に 難し いこ とで はあ るが, 発 見の場 合 と同 じ よ

うに，その 選別 を誤 れば，出 火箇 所の 判定は 眼 底

か ら 狂って くる こ とを党 悟 し なけ れば なら ない。

出 火 箇 所 の 判 定 は ， 火 災 の 規 模 や 焼 け の 程
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度によって異るが，通常延焼

拡大火災ともなれば二階の六

畳の部屋であるとか，その部

屋の押入れ付近であるとか，

その押入れの上段であるとか

いったように，ある一定の範

囲にまでしか限定できない場

合が多い。出火箇所というよ

りも，出火箇所を含むある一

定の範囲，すなわち出火範囲

ともいうべきものである。出

火範囲が広ければ広いほど， その範囲内にお

ける出火の可能性をもつ火源の数が増え，出

火原囚の究明がより困難になるので，出火範

囲は,より狭い範囲に極限できたほうが良い。

しかしながら，出火範囲を極限しようとして

事実上出火箇所の判定を誤れば， 発生機構の

究明，すなわち出火原因の判定は不可能とな

り，あるいは誤った原因判定をすることにな

る。

２．２　原因の判定

延焼経過を明らかにしえて，出火範囲を極

限にまでしばったとしても，それでも絶えず

複数の出火の可能性をもつ火源を考えなけれ

ばならない。たとえば，通常延焼火災ではあ

りえないことではあるが， たばこの火の大き

さにまで出火範囲を極限できたとしよう。こ

の場合でも，ただちに原因はたばこの過失と

いう結論にはならない。たばこの火の過失 も

あれば，たばこによる失火をよそおった放 火

もあり，たばこの火よりも小さい線香類の火

や電気関係のスパーク，あるいは各種の火の

扮の類といったように，たえず複数の火源を

考えなければならない。

たとえば, 専用住宅の火災で，出火範闘を居室



６畳間までしぽったとしよう。季節や世帯の違い

により，火源ともなるものの種類や数は自ら違っ

てくるので,一つの例とする。照明,電気こたつ，

テレビ，コンセント，石油ストーブ，アイロン，

たばこ，電気配線といったように，相当数の火源

が存在する。そして，テレビから出火した場合で

も，テレビには幾つもの出火原因となる部品や結

線がある。したがって，居室６畳の広さではあっ

ても，幾十もの出火の可能性をもつ火源が考えら

れることになる。しかし，居室６畳間の櫓式電気

こたつが出火範囲ということになれば,たばこ，

放火√アイロンプラグ，コード，中間スイッチ，

安全装置の故障による蓄熱,発熱体の放射熱等，

比較的出火の可能性をもつ火源の数は減ってく

る。過去に，次のような例が再々あった。櫓式電

気こたつからの出火ということで,十分な立証が

なされないままに電気こたつの過熱という処理

がされた。その後，捜査での余罪の追求で，電気

こたつ内に火をつけた新聞紙を投げ込んだこと

がわかった。この例の場合，厳密にいえば電気こ

たつはまだ出火範囲であり，延焼火災といえど

も，さらにその範囲を極限できるケースが多い。

そうなれば,たばことかプラグとかの出火の立証

が容易になってくる。前述した電気こたつ内への

放火とか,安全装置の故障によるこたつ内の過熱

による出火などのように,電気こたつの範囲より

さらに出火範囲を極限できず,あるいはできにく

いときは，それなりに出火原因の立証が十分行な

われなければならない｡電気こたつから出火した

としても，絶えず複数の出火の可能性をもつ火源

が考えられ,内部過熱だけが出火原因ではないの

である。

同じ６畳の広さといっても納戸のような場合

は，蛍光灯，コンセント，スイッチ，配線等の電

気関係に限定され，火源の数は大幅に少なくな
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る。居室，台所，事務所，作業場，工場といった

ように，同じ広さの出火範囲であっても，出火の

可能性をもつ火源の数は,それぞれ全く異ってく

る。しかし，いかなる場合であっても，出火範囲

‘をできるだけ極限することは絶対に必要なこと

であり，そしてまた，出火範囲の広さには関係な

く，判定した出火箇所には絶えず複数の出火の可

能性をもつ火源があることを忘れてはならない。

原因の判定は，どのような火源から，どの

ようなプロセスを経て出火に至るかという発

生経過の究明にあるが，方法論 としては，出

火範囲内における出火の可能性をもつ総ての

火源を列挙することから始まる。そして，出

火箇所を極限できたときと，ある範囲にまで

しか限定できなかったときとでは，方法論的

には同じであっても，その範囲が広くなれば

なるほど出火の可能性をもつ火源の数が増え

て,それだけ原因の究明が難しくなってくる。

いずれの場合も,その範囲内の総ての火源が，

それぞれこの火災の発生に関係があるのかな

いのか，すなわち，どの火源によって発生経

過が構成されているかを明らかにしていくの

である。科学は日進月歩で進歩し，しかも，

その進展に附随してさまざまの出火原因が生

まれてくるにもかかわらず，人間は知識と経

験の範囲内でしかものを考え行動できない宿

命をもっているため，自ら火源の列挙洩れと

いう最悪の事態を迎える場合が多い。出火し

た火源の列挙洩れに気付かず，列挙した範囲

内の特定の火源からの出火であると推定して

結論付けるとき，これらの原因判定が全く誤

りであることは，いまさら言うまでもないこ

とである。
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